
随意契約の公表（事前） 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の２第１項第３号の規定により

次のとおり随意契約を行うので、和歌山県財務規則（昭和６３年和歌山県規則第２８号）第

１０８条の２第１項の規定により公表する。 

 

令和８年３月６日 

和歌山県知事 宮 﨑  泉 

 

 

１ 契約の内容    

令和８年度南紀熊野ジオパークセンター清掃業務 

 

 

２ 契約の相手方の決定方法 

  見積書提出者のうち、予定価格の範囲内で最低価格の者    

   

 

３ 契約の相手方の決定日時 

  令和８年３月１９日（木）午後４時００分 

 

    

４ 契約の相手方の選定基準 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第  

123 号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第 13 項に規定する就労

移行支援又は同条第 14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設を東

牟婁振興局管内に有する者 

 

 

５ 見積書の提出期限及び提出場所 

  令和８年３月１９日（木）午後３時００分 

  東牟婁郡串本町潮岬２８３８－３ 

  和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター 

  電話 ０７３５－６７－７１００ 

 

 

 ６ その他  

（１） 見積書の宛名は、和歌山県知事とすること 

（２） 見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない額とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


